
通番 該当頁 該当項目 質問 回答

1

10, 12, 19

第２－１、２．2023年度研修期
間（予定）
第２－１、１０．研修プログラ
ム作成上の留意点
第３、１．プロポーザルに記載
すべき事項及び評価項目、業務
実施方針（３）研修日程案

技術研修期間が9月28日（木）開始の中、全体受入期間が9月1日（金）となっていま
すが、９月１日（金）に来日と理解してよろしいでしょうか。

この場合、「１０．研修プログラム作成上の留意点」に記載されている（１）ブ
リーフィング（来日翌営業日）、（２）プログラムオリエンテーション（来日翌営
業日）、（３）ジェネラルオリエンテーション（来日１週間以内）は、技術研修前
に実施するということでよろしかったでしょうか。

また、研修プログラムの作成の参考として、技術研修期間前の来日期間における研
修員の予定の概要をご教示いただければ幸いです。

・全体受入期間の開始日(来日日)は2023年9月27日(水)、技術研修期間の開始日は
2023年10月2日（月）と訂正いたします。

・（１）ブリーフィング、（２）プログラムオリエンテーション、（３）ジェネラ
ルオリエンテーション及び（４）日本語クラスは、技術研修期間の開始前にJICAに
て実施予定です。

・技術研修期間前の来日期間における研修員の予定の概要については、企画競争説
明書12頁「１０．研修プログラム作成上の留意点」(１)～(４)のとおりです。

2

10, 19

第２－１、２．2023年度研修期
間（予定）
第３、１．プロポーザルに記載
すべき事項及び評価項目、業務
実施方針（３）研修日程案

「１０．研修プログラム作成上の留意点」に記載されている「技術研修以外に当機
構が実施する以下の内容も日程案に含める。」の文言と、第３項で求められる
（３）研修日程案に記載されている「想定される具体的な日程案（2023年10月2日
（月）～10月27日（金））について記載する。」との整合性がとれなくなります。
日程案に求められている記載該当日並びに記載内容を確認させていただけないで
しょうか。

・企画競争説明書12頁「１０．研修プログラム作成上の留意点」(１)～(５)にあ
る、技術研修以外に当機構が実施する内容についても、プロポーザルにおける日程
案に記載してください。

3

P.19
第３、１．プロポーザルに記載
すべき事項及び評価項目、業務
実施方針（３）研修日程案

「想定される具体的な日程案（2023年10月2日（月）～10月27日（金））について記
載する。」と記載されていますが、それ以前（9月28日（木）～10月1日（日））に
同項目内（１）技術面に関連する内容（コースオリエンテーションを含む）を実施
するカリキュラムの作成は認められない、あるいは、これらを含む9月28日（木）か
らの研修日程案を提出しても9月28日（木）～10月1日（日）の期間の記載内容は評
価の対象にならない、ということでしょうか。

・技術面に関連する内容（コースオリエンテーションを含む）を実施するカリキュ
ラムは、技術研修期間に含めてくたさい。

・研修日程案としては、企画競争説明書12頁「１０．研修プログラム作成上の留意
点」(１)～(５)を含めた日程を記載ください。

以上
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